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議第48号

京都市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

　京都市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和４年２月17日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市介護保険条例の一部を改正する条例

　京都市介護保険条例の一部を次のように改正する。

　第６条第３項中「第22条の２の２第７項」を「第22条の２の２第９項」に

改める。

　第12条の２第１項中「許可」を「指定，許可及びこれらの更新」に改め，

「申請」の右に「（本市の区域外に存する事業所に係る申請を除く。）」を加

える。

　別表を次のように改める。

別表（第12条の２関係）

区　　　　　　　　分 手数料（１件につき）

法第70条第１項の規定に基づ

く指定居宅サービス事業者の

指定の申請に対する審査

通所介護，通所リハビリテー

ション又は特定施設入居者生

活介護を行う場合

円

30,000　

その他の居宅サービスを行う

場合
20,000　

法第70条の２第４項において準用する法第70条第１項の規定に

基づく指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請に対する審

査

10,000　

法第78条の２第１項の規定に

基づく指定地域密着型サービ

定期巡回・随時対応型訪問介

護看護又は夜間対応型訪問介

護を行う場合

20,000　
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ス事業者の指定の申請に対す

る審査
その他の地域密着型サービス

を行う場合
30,000　

法第78条の12において準用す

る法第70条の２第４項におい

て準用する法第70条第１項の

規定に基づく指定地域密着型

サービス事業者の指定の更新

の申請に対する審査

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護を行う場合
15,000　

その他の地域密着型サービス

を行う場合
10,000　

法第79条第１項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定

の申請に対する審査
20,000　

法第79条の２第４項において準用する法第79条第１項の規定に

基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審

査

10,000　

法第86条第１項の規定に基づく指定介護老人福祉施設の指定の

申請に対する審査
45,000　

法第86条の２第４項において準用する法第86条第１項の規定に

基づく指定介護老人福祉施設の指定の更新の申請に対する審査
15,000　

法第94条第１項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可

の申請に対する審査
63,000　

法第94条第２項の規定に基づく介護老人保健施設の変更の許可

（構造設備の変更を伴うものに限る。）の申請に対する審査
33,000　

法第94条の２第４項において準用する法第94条第１項の規定に

基づく介護老人保健施設の開設の許可の更新の申請に対する審

査

15,000　

法第107条第１項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の申

請に対する審査
63,000　

法第107条第２項の規定に基づく介護医療院の変更の許可（構

造設備の変更を伴うものに限る。）の申請に対する審査
33,000　
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法第108条第４項において準用する法第107条第１項の規定に基

づく介護医療院の開設の許可の更新の申請に対する審査
15,000　

法第115条の２第１項の規定に基づく指定介護予防サービス事

業者の指定の申請に対する審査
15,000　

法第115条の11において準用する法第70条の２第４項において

準用する法第70条第１項の規定に基づく指定介護予防サービス

事業者の指定の更新の申請に対する審査

8,000　

法第115条の12第１項の規定に基づく指定地域密着型介護予防

サービス事業者の指定の申請に対する審査
15,000　

法第115条の21において準用する法第70条の２第４項において

準用する法第70条第１項の規定に基づく指定地域密着型介護予

防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

8,000　

法第115条の22第１項の規定に基づく指定介護予防支援事業者

の指定の申請に対する審査
15,000　

法第115条の31において準用する法第70条の２第４項において

準用する法第70条第１項の規定に基づく指定介護予防支援事業

者の指定の更新の申請に対する審査

8,000　

法第115条の45の５第１項の規定に基づく第１号事業に係る指

定事業者の指定の申請に対する審査
15,000　

法第115条の45の６第４項において準用する法第115条の45の５

第１項の規定に基づく第１号事業に係る指定事業者の指定の更

新の申請に対する審査

8,000　

附 則

（施行期日）

１　この条例は，令和４年６月１日から施行する。ただし，第６条第３項の

改正規定は，公布の日から施行する。

（適用区分）
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２　この条例による改正後の京都市介護保険条例の規定は，この条例の施行

の日以後の申請について適用し，同日前の申請については，なお従前の例

による。

提案理由

　介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定の申請等に対す

る審査に係る手数料を定める等の必要があるので提案する。


